訴　　　　状

平成２２年●月●日
千葉地方裁判所松戸支部民事部　御中
　　　　　　　　　　  原告訴訟代理人
弁　護　士　　　大　　　澤　　　一　　　郎
〒●●●－●●●●　千葉県柏市●●●丁目●番●号　
　　　　　　　　　　　  　原　　　告　　　●　　　●　　　●　　　●
〒２７７－０００５　千葉県柏市柏１丁目５番１０号水戸屋壱番館ビル４階
弁護士法人よつば総合法律事務所（法人受任）（送達場所）
電　話　０４－７１６８－２３００
　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０４－７１６８－２３０１
　　　　　　　　　　　　原告訴訟代理人

　　　　　　　　　　　　　弁　護　士　 　 大　　　澤　　　一　　　郎
〒●●●－●●●●　東京都●●区●●●丁目●番●号　
　　　　　　　　　　　　　被　　　告　　　株式会社●●
　　　　　　　  上記代表者代表取締役　　　●●●●
不当利得返還請求事件

　訴訟物の価額　１４０万４７８９円

　貼用印紙額　　　　　●円

第１　請求の趣旨

　１　被告は、原告に対し、金１４０万４７８９円及びこれに対する平成２１年１１月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

　２　訴訟費用は被告の負担とする。
　との判決並びに請求の趣旨第1項について仮執行の宣言を求める。

第２　請求の原因

　１　不当利得返還請求

　　（１）原告は被告との間において、被告から取引が開示された期間について別紙計算書の取引を継続した。（甲１）
　　（２）原告と被告との間で締結された金銭消費貸借契約の約定利率は利息制限法の上限利率を超えることは明らかである。そこで、これを同法所定利率で元利充当計算を行ったところ、請求の趣旨記載の過払金が発生する。

２　悪意の受益者について

（１）貸金業者は、悪意の受益者に該当しないための特段の事情についての主張・

立証をしない限り、悪意の受益者と推定される。

（２）貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法４３条１項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法７０４条の「悪意の受益者」であると推定されるのである。

（３）したがって、被告は悪意の受益者である。（少なくとも、被告は悪意の受益者と推定される。）
　３　冒頭ゼロ計算について

　　原告が上記会員番号のカードを契約したのは平成●年●月●日である。他方、上記取引の取引履歴は平成●年●月●日より開示されている。また、開示された取引履歴の冒頭残高●円には対応する貸付日の記載がない。
したがって、上記取引の取引履歴が途中開示であり従前からの取引があったことは明らかである。そして、取引履歴の未開示期間が約●年あることからすると、上記取引について冒頭ゼロ計算をすることに合理性があるのである。
４　結論

　　　よって、原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、下記の金員の支払いを求める。

　（１）過払金元本　１４０万４７８９円
　（２）過払金元本に対する平成２１年１１月２１日から支払済みまで年５分の割合による法定利息
証　拠　方　法

１　甲第１号証　計算書（被告作成）
附　属　書　類

１　甲号証写し　　　　　　　　　　　各１通

２　代表者事項証明書　　　　　　　　　１通

３　訴訟委任状　　　　　　　　　　　　１通

４　訴状副本　　　　　　　　　　　　　１通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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